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Ⅰ 平成２１年度活動の点検及び評価に関する報告書の作成に当たって  

 

１ 報告書の位置付けと構成 

（１）報告書の位置付け 

  この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以下「法」という。）第２７

条第１項の規定により、箕面市教育委員会の権限に属する事務の平成２１年度の管理及び執

行の状況について、点検及び評価を行った結果をとりまとめたものである。 

 

（２）評価委員による評価 

点検及び評価に当たっては、法第２７条第２項の規定により、教育に関し学識経験を有す

る者の知見を活用するため、箕面市教育委員会活動評価委員３名による評価を受けたので、

その意見書を添付している。 

 

２ 平成２１年度の活動概要 

（１）教育を取り巻く環境の変化 

 教育基本法が制定されてから半世紀以上が経過し、この間、科学技術の進歩、高度情報化、

国際化、少子高齢化など、我が国の教育をめぐる状況は大きく変化している。 

  一方で、いじめによる子どもの自殺や児童虐待など、子どもにかかわる悲惨な事象が続発し、

安全・安心の確保や不登校、問題行動の低年齢化への対応や学力・体力の向上対策など、様々

な教育課題が山積している。 

このような状況の中で、約６０年ぶりに改正された教育基本法が、平成１８年１２月に施行

され、それに伴い、「学校教育法」「教育職員免許法及び教育公務員特例法」「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」が平成１９年１２月から改正施行された。 

平成２０年３月には、新学習指導要領が告示され、現行の学習指導要領の「生きる力」をは

ぐくむという基本理念を引き継ぎながら、「基礎的・基本的な知識・技能の習得」「思考力・

判断力・表現力等の育成」「確かな学力を確立するために必要な授業時間の確保」「学習意欲

の向上や学習習慣の確立」「豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実」を柱とし、教

育課程の基本的な枠組みや教育内容に関しての見直しが行われた。新学習指導要領は、平成２

１年度からの移行措置を経て、小学校では平成２３年度から、中学校では平成２４年度から全

面実施されることとなっている。 

また、平成１９年４月には、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るため、

４３年ぶりとなる「全国学力・学習状況調査」が実施され、平成２１年度も継続して行われた。 

 

（２）本市における平成２１年度の重点施策 

①教育委員会活動 

法第２７条の規定により、前年度（平成２０年度）の教育委員会活動の点検を自ら行った。

また、外部の学識経験者を昨年度より１名増員し、３名の箕面市教育委員会活動評価委員が、

点検結果などに対して評価し、意見書を付した報告書を作成のうえ市議会に提出するととも

に、市広報紙やホームページを通じて市民に結果を公表した。 

また、箕面市教育委員会の方針や活動を保護者や市民に発信するため、１０月から新たに

教育委員会だより「みのおのきょういく」を２か月に１回発行することとした。 

教育委員会委員の活動としては、山積する諸課題に対応するため、定例会や従来からの活
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動に加え、月１回の学習会を開催した。 

 

②学校教育 

学校教育においては、昨年度に引き続き、平成２１年度の「全国学力・学習状況調査」の

市平均正答率や分析結果を公表するとともに、その結果や今後の方向性について、保護者・

市民等と教育委員会委員との意見交換会を各中学校等へ出向いて開催した。 

また、全小中学校が「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に参加し、結果については

全国平均を下回り、全国の最下位層に位置するという厳しい状況であった。このため、その

原因を分析するとともに、教職員や保護者等とその対策を検討し、「子どもの体力向上プラ

ン」を策定した。 

小中一貫教育については、中学校区連携型小中一貫教育をさらに定着させていくとともに、

「とどろみの森学園」に続き、平成２３年４月に開校を予定している彩都地区小中一貫校の

設計を終え、都市再生機構による立替施工で建設工事に着手した。  

また、国の緊急経済対策として打ち出された「スクール・ニューディール構想」の補助事

業を最大限に活用し、学校施設の耐震化、トイレの美装化、太陽光発電設備の設置、ＩＣＴ

機器の整備などに取り組んだ。 

 

③子ども施策 

   子ども施策においては、平成１１年１０月に制定した「箕面市子ども条例」の理念を具体

化するため、平成１３年３月に「箕面市子どもプラン」を策定し、その後、平成１７年３月

に策定した「箕面市新子どもプラン（箕面市次世代育成支援対策行動計画）」に基づき、児

童虐待防止、子どもに関する相談の総合調整機能の向上、子どもの安全に関する取組に力点

を置いて、子ども施策を総合的に推進してきた。この計画期間が終了するため、平成２２年

３月に箕面市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）を策定した。 

   また、育児に対する不安や様々な要因を背景に児童虐待の通告・相談件数が増加し、緊急

かつ高度な専門的対応が求められていることから、平成１９年度に、虐待問題などの子ども

に関する相談及び具体の対応セクションとして「子ども家庭相談室」を創設した。平成２１

年度においては、これを改編して「子ども家庭総合支援室」を設置し、子ども施策の総合化、

連携強化による機能充実及び専門窓口としての「子ども家庭相談課」の充実を図った。さら

に、要支援児童家庭などへの訪問による支援を行う養育支援訪問事業を開始した。 

 

④生涯学習・社会教育 

   生涯学習においては、平成２１年３月に、今後の生涯学習の基本的なとらえ方と方策をと

りまとめた「箕面市生涯学習推進基本計画」を策定し、生涯学習における情報及び活動の場

の提供、芸術文化の質的向上などの継続した取組を行った。 

また、市民の生涯学習支援のため、スポーツ施設情報システムに加え、平成２０年３月に

導入したインターネットを活用した公民館など公共施設１２館の予約システムについては、

１０館の仮予約システムを１２館に拡大するとともにホームページを通して講座の情報を

提供することとした。 

   図書館では、平成２１年度に総務省の地域情報通信技術利活用推進交付金を受け、図書館

システムの更新を実施し、新たに携帯電話による予約、情報提供、貸出期間の延長などが利

用できるよう利用者のサービス向上に努めた。 

市民スポーツの振興に向けては、これまでも、すべての市民が気軽にスポーツに親しめる
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環境づくりに取り組んできたが、平成２１年２月には、東部地域に「箕面東コミュニティス

ポーツクラブ」が正式発足するなど、地域住民や関係団体と協力しながら多様な事業を推進

してきた。 

なお、文化芸術・スポーツ活動について、市長事務部局と教育委員会における執行のあり

方を検討し、平成２１年度には、各種事業の後援名義事務の窓口一元化を実施した。 

            さらに、「箕面山に生息するニホンザル」の適正な保護管理のあり方について、関係機関

との協議・検討を重ね、「箕面市サル餌やり禁止条例」を平成２１年９月に公布し、平成２

２年４月から施行した。 

 



【参考：組織機構・事務分掌】

教育委員会

人権教育課　　（人権教育関係）

小 学 校（１３校）

学校教育課　　（学校教育指導全般）

教育委員会事務局

教育推進部

学校等大規模改修事業担当　（学校等施設の建設及び大規模改修）

生涯学習部 生涯学習課　　（生涯学習施策の企画調整）

第一総合運動場

生涯学習センター・公民館担当 （生涯学習事業関係、文化芸術活動の振興等）

箕面文化・交流センター

東図書館
桜ヶ丘図書館
萱野南図書館
西南図書館

第二総合運動場

東生涯学習センター
西南公民館

文化スポーツ課　　（文化・スポーツ施策の企画・調整）

文化財保護担当　　（文化財の保護活用等）

中央生涯学習センター

萱野三平記念館（涓泉亭）

中央図書館　　　（資料の収集、保存、整理、貸出、読書案内・読書相談等）

平成２１年(2009年)７月１日現在

教育政策課　　（教育政策の推進にかかる総合調整等）

学校管理課　　（就学・奨学金・学校予算・学校施設管理・学校給食関係）

教育センター　（教育相談・教職員研究研修・情報教育全般）

教職員課　　　（教職員の人事、給与、福利厚生等）

中 学 校（　７校）

郷土資料館

幼 稚 園（６園）

子ども部

幼稚園担当　　（幼稚園教育指導）

幼児育成課　　（保育所の運営等）

総合保健福祉センター分室（あいあい園）
保 育 所（５所）

子ども支援課　　（子ども支援全般）

子ども政策課　　（子ども施策全般）

子ども家庭
総合支援室

子育て支援センター

子ども家庭相談課　（子どもに関する相談）

青少年指導センター
青少年教学の森野外活動センター

青少年育成担当　　（青少年施策）
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１１１１  教育委員会 教育委員会 教育委員会 教育委員会のののの活動活動活動活動

　　 ②先進都市視察として、教育委員会事務局職員や小・中学校長とともに福井県及び福井市を
　　　  視察した。

　   ただいた。（参加者：延べ77名）

　　⑥学習会として、当面の課題などについて、教育委員会委員相互での協議を行った。また、新

　　　 子どもプランの策定に当たっては、市長・副市長とともに協議を行った。

     学校教育をテーマとした保護者等との意見交換会を実施し、保護者等からの率直な意見をい

請願 選挙

53

開催回数 付議案件

　　 　を行った。

0 1

定例会 臨時会

0

議案 報告

　   ①小・中学校及び子ども部・生涯学習部所管施設を視察した。視察後には、校長と校区連携型
　　　　小中一貫教育の進捗状況などについて懇談を行った。

     平成21年12月から、昨年度よりも回数を増やし、各中学校7校及び箕面文化・交流センターで

陳情

  （3）教育施設等の視察・校長等との懇談

12 2 51

  （2）保護者等との意見交換会の実施

　　⑤教育委員会会議終了後、定期的に、市長、副市長と教育の現状や問題点などについて協議

  （1）市民・保護者からより広く意見を聴取するため、保護者等との意見交換会の開催時間などを
　　　 工夫する。
  （2）教育基本法第17条に基づく、教育振興基本計画策定についての検討を行い、箕面市版の計
　　　 画を作成する。

４　今後の課題と活動の方向

３　成果と評価

　　 ②大阪府都市教育委員会連絡協議会等 　延べ12人

　（4）教育実施方針の教職員用概要版リーフレットを作成し、学校や公共施設に配布し、周知し
た。

       直接聞くことができた。
  （3）学習会を定期的に開催し、諸課題について認識を深めることに努めた。

　（1）教育委員会会議で案件審議終了後、毎回、教育政策の課題や懸案事項について、事務局
　　　 交えて意見交換を行い、教育行政の実情把握や方向性の確認等を着実に行うことができた。
  （2）昨年度に引き続き、保護者等との意見交換会を行い、保護者等の学校教育に対する意見を

  　①平成21年度の全国学力・学習状況調査の結果（本市の平均正答率等）を昨年度に引き続き
　　　 公表した。

　　④教育委員会会議の案件審議終了後、教育行政の課題などについて、事務局を交えて、委員
　　　 同士の意見交換を行い、箕面市の教育の現状把握や課題確認に努めた。

　　③教育委員会所管の規則、規程、要綱等の制定や改廃を行った。

　　②教育事務に係る条例改正や当初・補正予算について、市長に議案提出の要請を行った。

１　活動概要

２　活動結果

  （1）教育委員会会議の開催及び教育行政の管理・執行
　（2）保護者等との意見交換会の実施
  （3）教育施設等の視察・校長等との懇談
  （4）教育委員会委員としての研修等への参加
  （5）教育委員会主催事業等への出席

  （1）教育委員会会議の開催及び教育行政の管理・執行

  （4）教育委員会委員としての研修等への参加

  （5）教育委員会主催事業等への出席

   　②各幼稚園・保育所、小学校・中学校の入学式・卒業式・運動会等

   　①成人祭、「地域に開かれた特色ある学校づくり」発表会等

　　 ①豊能ブロック都市教育委員会連絡協議会　参加5人
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２２２２ （（（（1111））））

  （1）学校協議会の設置・運営

  （2）学校教育自己診断の実施

  （3）地域に開かれた特色ある学校づくりの推進

  （4）教育問題調整委員会の運営

２　活動結果
  （1）学校協議会の設置・運営

　  ①学校協議会の開催状況

  （2）学校教育自己診断の実施

  　②集計結果について、学校協議会や保護者へ公表

  　③学校教育自己診断の結果を受け、課題の設定と解決の方策を検討

  （3）地域に開かれた特色ある学校づくりの推進

  （4）教育問題調整委員会の運営

  　②すべての学校が「箕面市地域に開かれた特色ある学校づくり交付金」を活用し、特色ある教
 　　　育活動が進められた。

9校

2校

1件

2学期

  　①小学校5校、中学校3校で実施

件数

　  ②学校教育自己診断とその分析結果等に基づき、自校の教育課題を全教職員が共有するとと
        もに、学校運営に積極的に参加し、その改善に努めた。
  　③教職員の役割分担を明確にし、豊かな経験と実践力のある教職員を核とした組織的な学校
       運営を推進した。

  　①各学校が地域の教育機関として、児童･生徒や地域の実態を踏まえて創意工夫を凝らした教
　　   育課程を編成し、特色ある学校づくりを進めた。

  （4）「特色ある学校づくり」発表会では、地域の方々による学校支援の活動についての報告がなさ
　　　れ、学校と地域の協力を進めることができた。

　  ①教育問題調整委員会の開催　各学期に1回

1件

  （2）各学校の取組をホームページを積極的に活用するなどして保護者や市民にスムーズに情報
　　　提供し、学校への協力と信頼を一層得られるようにする。

４　今後の課題と活動の方向
  （1）各学校が自主性・自律性をもって教育活動に取り組むとともに、学校協議会の活性化や小中
　　　一貫教育推進校区会議を充実させることにより、更なる学校改善の取組を進める。

  （1）学校教育活動等の成果を検証し、学校運営の改善を図り、家庭や地域との連携・協力を推進
　   　できた。
  （2）各学校が自校の特色を踏まえた教育目標を具体的に設定し、保護者、地域等に対し、その
       達成状況について情報提供を行うことができた。
  （3）教育問題調整委員会での協議等が、学校の自主性･自律性の支援に役立った。

３　成果と評価

4回以上

2校

4校

1回 3回2回

2校

１　活動概要

9名以上

1校

8名以下

10校

5校

構成人数

3校

2校

　  ③「箕面市地域に開かれた特色ある学校づくり」発表会を7月31日に開催し、各学校の特色ある
       取組の交流と市民への成果発表を行った。（参加者：153人）

1件

3学期

  　②調整依頼　なし

 学校教育 学校教育 学校教育 学校教育

学期

小学校

中学校

  　④学校協議会を積極的に活用するとともに、保護者や地域住民等の学習活動への支援を積極
　   　的に求め、学校教育活動の充実と地域に開かれた特色ある学校づくりをより一層推進した。

事例検討数

1学期

 学校 学校 学校 学校のののの自主性自主性自主性自主性････自律性自律性自律性自律性のののの確立確立確立確立

実施回数
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２２２２ （（（（2222））））

  （1）施設一体型小中一貫教育の推進(止々呂美小・中学校）　

   (4)施設一体型小中一貫校（とどろみの森学園）における研究開発学校としての2年次の研究が
       進み、 コミュニケーション科等の新たな小中一貫カリキュラム案を研究報告会で発表できた。

　   ③教職員全体研修会（8月7日；メイプルホール）

　　   （ｳ）市内の小中一貫教育の推進内容の提案及び検討

　　   （ｴ）各中学校区の小中一貫教育の進捗状況の把握と取組の交流

 　(2)「箕面市一貫教育だより」を発行し、全教職員に配布できた。

   　　（ｱ）講演：テーマ「新学習指導要領の目指す教育とは」兵庫教育大学 学長 梶田 叡一 氏

３　成果と評価

　   　（ｲ）「わがまちみのお」の指導資料のリーフレット作成

  （4）彩都地区小中一貫校開校(H23年4月)に向けて設置した開校準備室を中心に、組織・体制・
      運営面等において万全の準備を整える。

  （1）とどろみの森学園の小中一貫教育及び研究開発学校としての取組の一層の充実を図る。

  （2）「箕面市小中一貫教育推進計画」に基づき、中学校区連携型小中一貫教育を一層推進する
      ことができるよう、本年度の目標実現に向けて各校区の取組の充実・活性化を促進する。

４　今後の課題と活動の方向

  （3）テーマ「わがまちみのお」関連副読本及び指導資料として小学校社会科副読本を改訂すると
      ともに、小学校における外国語活動（英語）の推進と教科担任制の拡充を図る。

   (5)彩都地区小中一貫校のカリキュラム、学校運営の方向性について協議が進んだ。

   　①とどろみの森学園（止々呂美小・中学校）の研究開発学校としての取組(2年次)を支援

　　   （ｲ）年間10回開催

  （3）彩都地区小中一貫校のカリキュラム・学校運営の検討

   　彩都地区小中一貫校ワーキンググループ会議において、備品・消耗品の点検やカリキュラム

　   ②「わがまちみのお」

　 　に関する協議を年間9回開催

   　　　　国語・言語活動、英語活動、授業研究について：指導主事、ALT、市内教職員

　   　（ｱ）市内の総合的な学習の取組を交流・集約：市教研総合的な学習部会

   　①小中一貫教育推進連絡会の開催

 学校教育 学校教育 学校教育 学校教育  小中一貫教育 小中一貫教育 小中一貫教育 小中一貫教育

  （2）中学校区連携型小中一貫教育の推進

  （1）施設一体型小中一貫教育の推進(止々呂美小・中学校）　
１　活動概要

２　活動結果

  （2）中学校区連携型小中一貫教育の推進

  （3）彩都地区小中一貫校のカリキュラム・学校運営の検討

 　(1)大阪教育大学と小中一貫教育推進のための連携協力に関する協定を3月10日に結んだ。

   (3)小中一貫教育推進のため、本年度の目標として各校区目標や校区教研の充実など５点を
　　　 設定し、各校区での具体的な取組を促進するとともに、総括会議の結果を全教職員に配布
       し、共有化することができた。

   　　（ｲ）シンポジウム　箕面の教育の充実に向けて

   　②文部科学省指定「研究開発学校」中間報告会を１月27日に開催(府教委・市教委後援)

　   　（ｱ）メンバー：各校の小中一貫教育推進担当者及び校長会代表（2名）
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２２２２ （（（（3333））））

   　①情報教育推進連絡会の開催　9回
   　②情報モラルのカリキュラム及びＩＣＴ（情報通信技術）を活用した授業づくりの検討、授業研究

   　④「おおさか・まなび舎事業」の活用
　　　　放課後の自習室に地域の人材や退職教員などの学習支援アドバイザーを派遣し、生徒に
　　　　対し、学習機会の提供の充実を図った。（6中学校で、計285回実施）

  （4）情報教育の推進

  （3）進路指導の充実

   　②職場体験学習等を通して、豊かな職業観、勤労観を育成するよう指導した。
   　①進学や就職に関し適切に情報提供し、進路ガイダンス機能の充実に努めた。

  （5）進路指導等の正確な情報を迅速に提供するとともに、全中学校において職場体験学習を実
       施することができた。

　　　　の実施

３　成果と評価

  （3）小中一貫教育推進校区運営会議を定例化し、中学校区における合同研究、研修や校種間
　　　連携の活性化を図る。

  （6）教育用コンピュータ、ネットワーク環境の更新とＩＣＴを活用した授業づくりを進める。

  （1）自ら学ぶ意欲と学ぶ喜びを喚起する授業の創造のため、指導方法の一層の工夫・改善を図
       ることができた。
  （2）教科等の指導について、小中一貫の観点から中学校区内での連携を進めることができた。

  （4）全国学力・学習状況調査の実施により、本市及び各学校の傾向、課題等の把握と対策の検
　     討を行うことができ、市の平均正答率を公表したことにより、市民の教育への関心を高めた。

４　今後の課題と活動の方向

  （4）全国学力・学習状況調査結果を活用し、授業内容、授業方法の一層の改善と充実を図る。

  （2）学力向上支援ボランティアの人材確保のため、近隣大学等との連携を進める。

  （3）小学校英語活動の完全実施に向け、条件整備を進めることができた。

  （1）授業において、指導形態や指導方法の一層の工夫改善を進めるよう、教育センターにおける
　　   研修や学校の授業研究を一層充実させる。

  （5）豊かな勤労観・職業観を育てるキャリア教育を学校教育活動に位置付ける。

 学校教育 学校教育 学校教育 学校教育  学習指導 学習指導 学習指導 学習指導

  （1）確かな学力における基礎基本の定着
   　①少人数指導等の導入　　

２　活動結果

１　活動概要
  （1）確かな学力における基礎基本の定着                   （3）進路指導の充実
  （2）指導方法の工夫・改善                                       （4）情報教育の推進   

  　　（ｱ）加配教員を小学校に16名、中学校に14名配置し、少人数指導等の充実を図った。

   　②学力向上支援ボランティア事業

　   　（ｱ）指導主事による分析チームを設置し、市としての調査結果の分析を実施した。

　   　（ｳ）ＡＬＴ（外国語指導助手）を小学校にも派遣し、英語活動に取り組んだ。

　   　箕面市教育研究会の協力で11月に中学校区単位で教科部会を開催し、教科における指導
　　　 方法等、中学校区内の小小、小中連携を推進した。
　   ②小学校英語活動の推進　
　   　（ｱ）教育センター研究員による単元計画、授業案の研究及び研究授業を実施した。
　   　（ｲ）英語ノートの活用を推進するための授業案を提供した。

  （2）指導方法の工夫・改善

　   　（ｳ）各学校の分析チームによる各校ごとの分析結果を各校の学校だより等で公表した。

　  　（ｲ）加配教員配置校を指導主事等が訪問し、授業実施状況を把握した。

　  　 児童・生徒が確かな学力を身に付け、学校における個に応じたきめ細かな指導等を支援する
　　   ため、学校の求めに応じて、各学校に大学生等を派遣した。（延べ87名・20校）

　   　（ｲ）市の平均正答率と一次分析結果を公表し、その後、二次分析結果と併せ、学校教育課
            ホームページ、市行政資料コーナー、市内公立図書館、止々呂美支所、豊川支所で公
　　　　　　表した。

   　③全国学力・学習状況調査の活用

　   ①小中一貫教育の推進　
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２２２２ （（（（4444））））

   　　（ｱ）中学校　府費スクールカウンセラー7名を週1回配置

 生徒指導 生徒指導 生徒指導 生徒指導

  （1）いじめ・不登校、問題行動への対応

  （2）豊かな人間性の育成

   　②生徒指導担当者授業支援員の配置　小学校：6校、中学校：7校

 学校教育 学校教育 学校教育 学校教育

１　活動概要

２　活動結果

   　①スクールカウンセラーの派遣

   　　（ｲ）小学校　市費スクールカウンセラー6名をローテーションで月1回程度配置

  （1）いじめ・不登校、問題行動への対応

   　⑨暴力行為課題への対応として、指導員を配置し教職員支援・関係機関連携を行った。

   　⑦適応指導教室（フレンズ）の設置・運営（小学生3名、中学生11名）

   　④スクールソーシャルワーカー1名を各校の求めに応じて派遣し、ケース会議のコーディネート
　　　　等を実施：年間30回（6時間/回）　ケース会議：17校　122回参加

　   　（ｱ）全体会：5回、中学校区担当者連絡会：4回

     ⑧適応指導教室につながりにくいケースについては、学校との連携のもと訪問指導を行った。
                                                                 　　　　　　　　　　（小学生5名、中学生3名）

   　③不登校生支援として、子ども自立支援事業により有償ボランティアによる訪問相談実施

   　⑤生徒指導主事・担当者会を毎週火曜日に実施（計32回）
　   ⑥不登校担当者連絡会の開催

   　　（ｲ）全小中学校を訪問し、不登校ヒアリングを実施：3回

   　⑩全小学5年生対象に非行防止・犯罪被害防止教室（豊中少年サポートセンター主催）、全小
　　    学6年生対象に非行防止教室（箕面警察署主催）を実施

３　成果と評価

  （2）豊かな人間性の育成

   　①総合的な学習の時間、特別活動等でボランティア体験、福祉体験、自然体験等の実施

   　②道徳の時間の年間カリキュラムの作成と実施

　   ⑤非行防止教室・犯罪被害防止教室などの実施により、小学生段階の意識付けができた。

   （1）一人ひとりの児童・生徒を尊重し、個性の伸長を図りつつ行動力を高め、児童・生徒の行動
        面・精神面からの実態把握や指導・支援をきめ細かく行う生徒指導を推進することができた。

   　②中学校区小中連携会議において、小中学校教職員とスクールカウンセラー、スクールソーシ
         ャルワーカー等が連携したことにより、中学1年生の不登校未然防止に成果を挙げた。

　   ③小学校におけるチーム支援による生活指導体制が充実した。外部機関と連携することにより
        指導の成果が挙がった。

   　④適応指導教室利用者14名全員が何らかの形で学校復帰の動きが見られた。

   　①不登校児童・生徒数は、小学校20名、中学校53名で前年度と変わらなかったが、各学校
　　　　は不登校になる生活背景を把握できている。

  （4）児童・生徒の心に響く道徳教材の開発やいじめ対応プログラムなどの集団づくりを一層推進
       していく。

   （2）人や自然とふれあいを通して、命や自然を大切にする心や多くの人の思いを知り、人の気持
        ちを理解することにより、思いやりの心を育むことができた。

  （1）生徒指導体制の充実や関係機関との連携強化のため、生徒指導担当者授業支援員の充実
　 　　に努める。

  （2）心の健康に関し、養護教諭の情報をもとに組織的な連携・対応を進めていく。

４　今後の課題と活動の方向

  （3）不登校の要因が多様化しているため、ケース会議等に様々な関係機関の参加を求めるととも
　   　にスクールソーシャルワーカーを積極的に活用していく。
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２２２２  学校教育 学校教育 学校教育 学校教育 （（（（5555））））  人権教育 人権教育 人権教育 人権教育

【巡回回数】

     ①支援教育の体制づくり

16 46

小学校

計

  　 　(ｱ)支援学級の設置状況（学級数）

保育所中学校

3回

病弱・身体虚弱

  （4）在日外国人教育

17

　   　(ｳ)医療的ケア体制の充実（看護師資格のある介助員の配置　4校）

難聴 肢体不自由 情緒障害

　   　(ｲ)重度障害児タクシー送迎の実施（対象児童生徒28名）

知的障害

4

中学校 1

0 9

4

小学校 17

   　　(ｴ)支援教育についての研究授業と研究会の実施（5回　5校園）
     ②障害のある児童・生徒への支援

　（1）人権教育の進め方を各校で点検・見直しをし、教職員研修などを充実させた。

１　活動概要

２　活動結果

３　成果と評価

幼稚園

130回 16回

   　　(ｳ)支援教育実務者会：保健・福祉・教育・就労等の機関の継続した支援についての連携
　　　　　方法についての検討（全体会3回、準備会１回、ワーキングは随時）

 　　　「セクシュアル・ハラスメント防止のために（指針）」を全校配布した。相談体制と相談窓口につ
　　　いて、児童・生徒や保護者に周知した。

       通訳ボランティアを募集し、渡日等の児童・生徒、保護者の支援を行った。（対象・・小学校14
　　　 名・中学校1名：7カ国・6言語）

  (1)人権教育                 (3)男女平等教育
  (2)支援教育　　　　　　 　 (4)在日外国人教育

  （3）男女平等教育

5 6 1

  （1）人権教育
     ①「箕面市人権教育基本方針」に基づき、総合的な人権教育を推進
   　②箕面市人権教育研究会と連携し、身近な問題から人権問題を考える人権教育を推進
     ③人権教育推進会議の開催 （全体会議 2回、編集会議 2回、運営委員会 2回）
　   　（ｱ）人権教育推進関係事業や学校人権教育についての検証助言
　     （ｲ）情報誌「はじけるこころ」を広報（23・24・25号：学校園所、市内公共施設、市内高等学校
　　　　　　等に配布）

　   　(ｱ)支援教育担当者会の開催（12回）（各学校1名以上が参加）
   　　(ｲ)支援教育巡回相談員（2名、週1日）等による学校園所の巡回相談（校内体制づくりへの助
　　　　　言や教職員に対する子ども理解、指導方法・教材等の支援）

16回

  （2）支援教育

  （4）支援連携会議を設置し、「箕面市支援保育・支援教育推進ハンドブック」を使った保護者や関
　　　係機関の支援の連携について、研究をさらに進める。

  （2）総合的な人権教育の更なる充実のため、研修等の充実を図る。

  （1）「人権のまち推進基本方針」改訂と連携し、「箕面市人権教育基本方針（改訂版）」の全面改

４　今後の課題と活動の方向

　（2）地域の実情を踏まえながら、各学校園で人権教育カリキュラムを作成し、総合的な人権教育
　　　 を実施することができた。

  （3）保幼小中の連続した支援をめざした保健・福祉・教育・就労等各関係機関との連携を具体
       的に進めることができた。

  （4）中学卒業後の進路について関係機関との連携を具体的に進めることができた。

  （3）重度障害児が増加傾向にあり、看護師配置やタクシー送迎等の適切な対応を図る。

　　　 訂を行う。
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２２２２ （（（（6666））））

　   ③口腔衛生（ブラッシング指導）

 　(1)全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を踏まえて、庁内関係各課共同で、「子どもの
      体力向上プラン」を策定した。

４　今後の課題と活動の方向

　    　学校における空気中の化学物質検査、水質検査、調理室衛生検査

　   　（ｲ）よい歯のポスター募集やよい歯の学校募集等、啓発的事業の実施
   　　（ｱ）小学校１年生等を対象としたブラッシング巡回指導（学期ごとに全小学校で実施）

   (3)児童･生徒の健康維持・増進に努めながら、学校全体で保健･安全指導、食育を推進すること
       ができた。

３　成果と評価

   (2)保護者・地域と連携し、児童・生徒の通学路等の安全確保に努めるとともに、児童･生徒自身
　　   が危機を回避するスキルを身に付けさせることができた。

  （3）体力向上の取組の推進・充実

   　②市民スポーツフェスティバルにおいて長なわとび大会の実施（6校　30チーム参加）
     ③オンラインなわとび大会の実施（12校　2,392名参加）

   (1)「危機管理マニュアル」の一層の共通理解を図るとともに、常に見直しを進める。

   　④給食だよりや学校だよりによる家庭に対する望ましい食習慣の啓発

   　①全国体力・運動能力、運動習慣等調査に市内全小中学校が参加し、子どもたちの体力実
　　　　態を把握

   　②児童・生徒に危険予測・回避能力を身に付けさせるための安全教育の推進
   　　（ｱ）春の「親と子の交通安全教室」の実施（小学校全校）
　   　（ｲ）「子ども自転車パスポート交付事業」の実施（小学校2校：85名）

　   ①健康診断の実施
　   　（ｱ）各学校で健康教育指導計画を作成し、健康教育を推進

   　②各種検査の実施

　   　（ｲ）児童・生徒、教職員の健康の保持増進と学校教育の円滑な実施のため、健康診断を実
            施

   (2)シックスクールに対する教職員の知識と対応能力向上に向けた研修に取り組む。
   (3)学校全体で体を動かす時間の設定など、子どもの体力向上の取組をより一層推進するととも
　　　 に、校庭の芝生化に取り組む。

   (4)食に関する指導の全体計画の充実に努め、授業内容の充実を図る。

 学校教育 学校教育 学校教育 学校教育  安全教育 安全教育 安全教育 安全教育・・・・健康教育健康教育健康教育健康教育

  （4）食育の推進
   　①学校栄養士・栄養教諭による食育の推進

  （1）安全教育の推進
   　①緊急対応を要する事故に適切・迅速な対処ができる体制づくり
　   　（ｱ）学校における「危機管理マニュアル」を全学校で作成

  （1）安全教育の推進　　　　　　　 　　　 　　　　　（3）体力向上の取組の推進・充実
  （2）健康教育の充実　　　　　                      　（4）食育の推進

  （2）健康教育の充実

１　活動概要

２　活動結果

   　②学校の教育計画に明確に位置付けた「食に関する指導」の全体計画の作成
   　③給食指導や家庭科、総合的な学習等と連携した食に関する授業の実施

　   ③関係機関と連携した児童・生徒の安全確保
　　    救命救急措置講習会の実施（小学校 13校、中学校7校：計40名）

   　　（ｲ）自然災害（地震・風水害）、火災、不審者侵入などを想定した訓練の実施
   　　（ｳ）全小・中学校にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を配置
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２２２２  学校教育 学校教育 学校教育 学校教育 (7)(7)(7)(7)  学校給食 学校給食 学校給食 学校給食

　  ①学校給食の実施状況（平成21年5月１日現在）　

校 円

人 円

校 円

人 円

　  ②平成21年9月1日付けで、給食費の改定を行った。　 円

円

円

円4,386

小学生

低学年

中学年

高学年

中学生

3,451

3,519

3,570

7,048

1

29
187

小学生

　  ⑤箕面小学校給食室の改修工事を行った。

給食費（月額）

低学年

中学年

3,120

3,180

中学生

学校数

生徒数 3,960

１　活動概要

２　活動結果
  （1）学校給食の実施

高学年 3,230

内訳 実施回数

小学校

中学校

  （1）学校給食の実施
  （2）学校給食の安全・衛生管理
  （3）学校給食調理業務の委託

　  ④老朽化した機器の入替えなどを実施した。

    ①検収の徹底（食材が納品された時間・温度・品質・量・衛生状態・期限表示等の確認、記録）

学校数 13
187 回

児童数

回

  　③セレクト給食（3回／年、全員対象）及びバイキング給食（1回／年、原則6年生を対象）

    ②四者懇談会の実施（保護者、学校、業者、教育委員会）：各校2回

    ②調理前の細菌検査（86品目 233種類）、調理後の細菌検査（33品目 33種類）及び残留農薬等
       検査（23品目 36種類）の実施

    ①委託校と開始年度
　 　  南小・豊川北小（平成14年度）、萱野小（平成15年度）、豊川南小（平成18年度）、西小（平成
        19年度）、萱野北小（平成20年度）　計6校

  （2）学校給食の安全・衛生管理

  （3）学校給食調理業務の委託

  （1）小中一貫校の給食のあり方の検討が必要である。

  （2）給食費の未収金が増加しており、徴収対策を強化していく。

  （3）中学校では、家庭からの弁当持参を原則としながら、デリバリーランチの定着も図っていく。

    ③委託検証三者懇談会（保護者、学校、教育委員会）：西小（12月）

３　成果と評価

４　今後の課題と活動の方向

  （2）セレクト給食やバイキング給食を実施するなどして、児童・生徒自身が「食」に興味と関心を持
       ち、多様化する食環境の中で、正しい食習慣と自ら食を選択する力を身に付けるられるように
       する「食育」の生きた教材として、給食を活用することができた。

  （3）毎月の献立作成委員会において、保護者・教職員代表と献立を検討するとともに、給食の安
       全・衛生管理についての理解を深めることができた。
  （4）箕面小学校の給食室を改修し、ドライ仕様、自校炊飯、磁器食器を実現できた。

  （1）給食費の改定を行うことで、よりバリエーション豊かな給食を提供できるようになった。
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２２２２ （（（（8888））））  就学援助 就学援助 就学援助 就学援助・・・・奨学金奨学金奨学金奨学金

　（2）交通遺児奨学金制度のより一層の周知を図る。

　（1）奨学資金の貸与が安定して継続できるように滞納対策をより強化する。

     ②給付項目

　   ①奨学生選考委員会の開催　3回

  (ｱ)新入学用品費　(ｲ)学用品費　(ｳ)校外活動費　(ｴ)宿泊活動費　(ｵ)修学旅行費
  (ｶ)クラブ活動費　(ｷ)学校病治療費　(ｸ)通学費　(ｹ)給食費

22,000円

25,000円

44人大　　学

29人

  （2）奨学金の貸与

　   ②貸与状況

中学生

高校生

70,000円

70,000円

私立高校

  （3）交通遺児奨学金の給与

人数 給付額（年額）

 （ｲ）入学準備金

過年度分

12.59%徴収率

現年度分

70.99%

　 　③償還状況

高校（私立のみ）

  （1）就学援助の給付
  （2）奨学金の貸与
  （3）交通遺児奨学金の給与

１　活動概要

２　活動結果

要保護及び準要保護生徒数（中学生）

特別支援教育就学奨励費（小学生）

特別支援教育就学奨励費（中学生）

 学校教育 学校教育 学校教育 学校教育

     ①認定状況

  （1）就学援助の給付

41.9%

991人

524人 17.3%

105人

26人

認定率

14.4%要保護及び準要保護児童数（小学生）

公立高校

貸与額（月額）

 12,500円

人数

12人

 （ｱ）奨学金

56.5%

貸与額

200,000円

人数

9人

３　成果と評価

50,000円

４　今後の課題と活動の方向

7人
1人

2人

  （2）奨学金を貸与し、又は交通遺児奨学金を給付することで、教育の機会均等に努めた。

  （1）学校現場と連携して就学援助事務を行い、就学援助が必要な世帯へ給付することができた。

  （3）高校生に対する奨学金を2.5倍に充実させ、公立高校の学費相当額を賄えるようにした。

小学生
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２２２２  学校教育 学校教育 学校教育 学校教育 （（（（9999））））  就学事務 就学事務 就学事務 就学事務

  （1）就学に係る事務

   　①就学校指定変更申立、区域外就学申立、就学及び転退学申請に係る可否決定等

　     （ｱ）就学校指定変更申立者　41名

　     （ｲ）区域外就学申立者　69名

　     （ｳ）就学及び転退学申請者　82名

   　②特認校制度による止々呂美小・中学校への就学校指定変更の申立

小1 小2 小3 小4 小5 小６ 中1 中2 中3

申立者数 2 0 0 0 0 0 2 0 0

入学者数 2 0 0 0 0 0 2 0 0

   　①就学通知（平成22年1月）　小学校 1,212名、中学校 1,202名

   　②入学前健康診断の実施（平成21年11月）　1,195名受診

   　③わくわくスタート「もうすぐ1年生だね」の開催　533名参加

  （3）教科用図書無償給与事務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   　①前期用給与　 9,971名  74,762冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   　②後期用給与　 7,082名  24,815冊

　   ③転入等に伴う追加給与　335名  2,370冊

４　今後の課題と活動の方向

３　成果と評価

  （2）新入学者に対する就学通知

１　活動概要

２　活動結果

4

  （2）わくわくスタートの参加者（新小学校1年生）を増やすため、内容の充実と周知方法を工夫
 　　　する。

  （1）平成23年4月開校予定の彩都地区小中一貫校の整備と通園通学区域の検討を進めていく。
　　　 また、これと併せて、東部地域全体や課題のある通園通学区域のあり方について検討して
       いく。

計

4

  （1）特認校制度を導入により、市内各所から「とどろみの森学園」への通学を希望する児童・生徒
　　　 が転入学することができた。

   (2)わくわくスタート「もうすぐ1年生だね」を開催し、幼稚園・保育所から小学校への円滑な接続
       に資することができた。

  （1）就学に係る事務
  （2）新入学者に対する就学通知
  （3）教科用図書無償給与事務

―　14　―



２２２２  学校教育 学校教育 学校教育 学校教育 ((((10101010））））  教職員研修 教職員研修 教職員研修 教職員研修・・・・研究研究研究研究

２　活動結果

１　活動概要

４　今後の課題と活動の方向
  （1）学習指導要領の改訂を踏まえ、今後とも学校の抱える課題やニーズに対応した研修・研究を
　　　 体系的に実施する必要がある。
  （2）全国学力・学習状況調査の結果分析により、教員の更なる資質向上を図る。また、子どもの体
    　 力向上のための研修を企画する。

  （1）教職員研修の実施　　　　　　　　　　（3）教育関係資料の収集・提供
  （2）教職員による調査研究                 （4）市民向け講座の実施

  （1）教職員研修の実施　（93講座、125回、延べ参加者数 3,538名）
  　①全体研修（1講座、1回、458名）
　  ②基本研修（22講座、28回、492名）
  　   初任者、経験2年目、6年経験者、10年経験者、学校チーム力向上等
　  ③職務研修（5講座、5回、145名）
  　   学校事務、不登校対応、学校栄養職員、Ｓネット校務システム担当者等
　  ④専門的研修（16講座、30回、612名）
  　   授業力アップ連続、食教育、小学校英語活動、道徳教育研修等
　  ⑤課題別研修（29講座、41回、1,556名）
  　   人権教育、小中一貫教育、支援教育、学級集団づくり、学校図書館、情報教育、教育相談、
       キャリア教育、環境教育、生徒指導、家庭教育力支援等
　  ⑥管理職研修（20講座、20回、275名）
       校長、教頭、園長、所長、主任、指導主事研修
　  ⑦各学校における校内研修

  （1）体系的な研修を実施したことにより、教職員としての人格形成と使命感、責任感の一層の涵
   　  養、社会の変化に伴う多様な教育課題の解決に向け、教職員の資質向上が図れた。
  （2）各学校において、小中一貫教育その他の教育課題の研修や研究に取り組み、授業内容や
　 　  指導方法の改善を図ることができた。
　（3）教職員の研究成果を「研究紀要45号」にまとめ、各学校の教育実践、研修・研究などに活用
　     された。
  （4）教職員研究組織の支援を行うことで、各研究成果を広く全教職員に浸透させることができた。
  （5）教職員自らが指導に即した改訂作業を行うことにより、副読本の充実が図れた。
  （6）全国学力・学習状況調査の結果を踏まえ、授業力に重点をおいた研修の充実を図った。

３　成果と評価

 （2）教職員による調査研究
   ①教育研究員（89名）が4つのテーマに分かれ研究を実施
     (ｱ)支援教育担当者連絡会                   　   (ｳ)小学校英語活動に関する研究
　   (ｲ)構造的読解力向上のための授業づくり  　  (ｴ)幼小中一貫キャリア教育に関する研究
   ②研究成果は「研究紀要第45号」にまとめ、各学校園に配付（CDに編集　100枚）
   ③教職員の研究組織（箕面市教育研究会、箕面市人権教育研究会、箕面市在日外国人教
      育研究会、箕面市小中学校生活指導研究協議会）への支援

 （3）教育関係資料の収集・提供
   ①社会科副読本「わたしたちの箕面」3・4年生用(37版)の改訂・発行（1,350冊）
   ②「わがまちみのお」作成に向けての概要の検討や資料収集等の準備作業
   ③研修・研究活動用図書、教育資料の作成や教材・教具・教育機器等の貸出

 （4）市民向け講座の実施
   ①季節毎に天体望遠鏡を活用した市民観望会「星を観る会」の開催（3回 参加者数360名）
   ②親子自然科学教室の開催（日食めがね、川の生き物、ミクロの世界、電気の不思議、
      光のふしぎ  計8回、参加者：児童・生徒115名、保護者95名）
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２２２２  学校教育 学校教育 学校教育 学校教育 (11)(11)(11)(11)  教育相談 教育相談 教育相談 教育相談

３　成果と評価

４　今後の課題と活動の方向

教育センター

  （1）多様化する課題に対応することができるように、相談員の専門性・対応力の向上を引き続き
       図る。
　（2）学校・関係機関との連携をさらに進め、迅速・適正な対応を図る。

  （1）専門家による相談により、児童・生徒、保護者が抱える課題の解決への支援を行うことがで
       きた。
　（2）専門家が平素から学校と連携することで教職員の児童生徒理解が進み、個に応じた適切
       な対応が広がった。
  （3）箕面市不登校千人率も、平成13年度から平成20年度にかけて減少を続け、平成21年度は
　　　 横ばいである。 平成13年度→平成2１年度、小学校3.7→2.8、中学校30.5→1７.2
　（4）関係機関同士の連携、関係機関と学校との連携により、学校の組織的対応力が高まり、個
       別ケースへの敏速な対応につながった。
　（5）市民への教育相談窓口への周知が進み、関係機関による家庭支援が進んだ。

相談室

372

4,548

フレンズ

16

子ども家庭
相談課

115

１　活動概要

２　活動結果

  （2）支援教育巡回相談
    ①支援教育巡回相談員2名が幼稚園、小・中学校を巡回訪問し、教職員を対象に助言（P10に
　　　 掲載）
  　②早期療育療法士や支援学校のリーディングスタッフなど関係機関の職員も幼稚園、小・中
　　　 学校からの要請により訪問し、教職員を対象に助言

  （5）相談件数

　（3）就学・就労等進路の相談
　　　 青少年自立支援事業として、らいとぴあ21で実施（P20に掲載）

　（4）青少年の非行・問題行動に対する相談
       青少年指導業務として、青少年指導センターで実施（P20に掲載）

  （1）教育相談員・支援教育専門相談員による教育相談
  （2）支援教育巡回相談
　（3）就学・就労等進路の相談
　（4）青少年の非行・問題行動に対する相談

  （1）教育相談員・支援教育専門相談員による教育相談
  　①教育相談員（臨床心理士）4名、支援教育専門相談員2名を配置し、保護者、児童、生徒、
　　　 教員からの来所、電話による相談を実施
　　②相談者の内訳　保護者59％、児童・生徒22％、教員15％、その他4％
  　③相談の契機　「チラシをみて」、「友人から聞いて」、「学校から勧められて」など
  　④各学校、関係機関との連携
　  　（ｱ）ケース会議への参加：学校園での個別のケース会議へ参加した。
　　　（ｲ）関係機関との連携：子ども家庭相談課、子ども家庭センターとの連携を図った。
　  　（ｳ）適応指導教室（フレンズ）：スタッフとして2名が交代で計週3回参加した。
  　　（ｴ）教職員対象の教育相談に関する助言を行った。

5,543回数

件数

772

支援教育
巡回相談

105

563

らいとぴあ21

1,413

青少年
指導ｾﾝﾀｰ

69

1,327

248
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２２２２  学校教育 学校教育 学校教育 学校教育 (12)(12)(12)(12)  施設整備 施設整備 施設整備 施設整備

１　活動概要

２　活動結果

　　②学校防犯システム「ツイタもん」の整備とともに、防犯カメラ、電気錠の設置、一部フェンス、

３　成果と評価

４　今後の課題と活動の方向

  （1）第一中学校改築工事
  （2）東小学校プール改築及びアスベスト除去工事
  （3）箕面小学校給食室増改築工事
  （4）西南小学校及び第三中学校耐震補強工事
　（5）中学校普通教室空調機設置工事
　（6）小中学校の大規模改修工事（耐震化・エコ改修を含む）に伴う実施設計委託（継続中）
　（7）第六中学校エレベータ設置に伴う実施設計委託
　（8）その他学校施設の維持補修
　（9）学校施設開放
　（10）不審者侵入対策
　（11）彩都地区小中一貫校の工事着手　　　ほか

　　改築工事　鉄筋コンクリート造4階建　4,096㎡　既設校舎改修　3,151㎡

　（1）必要な学校へのエレベータ設置について検討する。
  （2）平成23年度からの学校防犯対策を検討していく。
   (3)彩都地区小中一貫校の平成23年4月開校に向け、備品の整備など準備を進める。

　　105台（第一中学校仮設校舎設置分活用）＋32台（新規）

　（1）第一中学校改築工事が完了し、2学期から新校舎で授業を開始している。
　（2）市立学校の耐震化が平成22年度で完了する見込みである。

  （1）第一中学校改築工事

  （2）東小学校プール改築及びアスベスト除去工事

  　プール本体、機械室の改修及び昇降口アスベスト除去工事

  （3）箕面小学校給食室増改築工事
  　箕面小学校給食室　335㎡

　（6）小・中学校の大規模改修工事（耐震化・エコ改修を含む）に伴う実施設計委託（継続中）

　　①萱野東小学校給食配膳用リフト修繕及び普通教室改造工事

　　②西南小学校学童保育室整備工事

  （4）西南小学校及び第三中学校校舎耐震補強工事

　　①西南小学校耐震補強工事　鉄骨ブレース補強11箇所　開口閉塞2箇所
　　②第三中学校耐震補強工事　鉄骨ブレース補強16箇所　鋼板巻2箇所

  （5）中学校普通教室空調機設置工事

　　①小学校の屋内運動場、グラウンド等を教育活動に支障のない範囲内で、地域住民に開放

　（7）第六中学校エレベータ設置に伴う実施設計委託

  （9）学校施設開放

  （8）その他学校施設の維持補修

　（11）彩都地区小中一貫校の工事着手

　　彩都地区小中一貫校の実施設計が完了し、都市再生機構の立替施工により工事に着手した。

　　②中学校の屋内運動場も、小学校に準じて開放

　（10）不審者侵入対策

　　①不審者の侵入監視や子どもたちの安全確保のため、小学校の校門に警備員を配置

　　　 門を改修
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３３３３ （（（（1111））））

   （1）子ども施策の庁内周知を徹底し、全庁的な連携を進める。
   （2）箕面市子ども育成推進協議会の任期更新時期にあたるため、新体制で「箕面市新子ども
   　 　プラン〔次世代育成支援対策行動計画（後期計画）〕」の進行管理を行う。
   （3）「子どもの安全にかかる基本的な考え方」を検証し、バージョンアップを図る。

   (1）「箕面市新子どもプラン〔次世代育成支援対策行動計画（後期計画）〕」を策定した。
        本計画には箕面市子育て応援宣言を盛り込み、「つながる力」を大切にすることを方針
　　　　として打ち出した。同時に、第二次箕面市ひとり親家庭等自立促進計画を策定した。

  （1）「箕面市子ども条例」、「箕面市新子どもプラン」に基づく施策の推進
  （2）箕面市子ども育成推進協議会の運営

３　成果と評価

４  今後の成果と活動の方向

  （1）箕面市子ども条例、「箕面市新子どもプラン」に基づく施策の推進
   　①「箕面市新子どもプラン」の進行管理
　   ②箕面市子ども施策推進本部の運営：委員12名　開催1回（11月13日）
　　    主な議題：次期「箕面市子どもプラン（後期計画）」素案について
   　③「子どもの安全にかかる基本的な考え方」に基づく施設点検
  （2）箕面市子ども育成推進協議会の運営
　   ①箕面市子ども育成推進協議会：委員20名
                                                開催4回（6月29日、11月10日、2月24日、3月30日）
　    　主な議題：「箕面市新子どもプラン（後期計画）」の策定について
     ②青少年健全育成部会：部会員6名　開催1回（12月16日）
　　    主な議題：箕面市青少年健全育成推進功績功労者表彰の推薦
　   ③次世代育成支援対策部会：部会員17名　開催3回（6月11日、10月27日、3月9日）
　　    主な議題：「箕面市新子どもプラン（後期計画）」の策定について
　   ④次世代育成支援対策部会ワーキンググループ：
　　    　　　　　部会員9名　開催5回（8月26日、9月18日、10月9日、10月14日、3月1日）
　　    主な議題：「箕面市新子どもプラン（後期計画）」の策定について

    【参考】
      （1）箕面市子ども条例（平成11年10月1日施行）
           子どもが幸福に暮らせるまちづくりをめざして市と市民が協働する決意を明らかにするため制定
         　基本理念：①子どもの幸福を追求する権利の保障
　　　　         　　　 ②子どもの主体性の確保と豊かな人間性の醸成
　　　　　　　　        ③大人と子どもの協働　　④安心して子育てができるような支援
      （2）箕面市新子どもプラン（平成17年3月策定）
　         平成13年度を初年度とする「箕面市子どもプラン」をベースに、
　         平成15年制定の「次世代育成支援対策推進法」により義務づけられた市町村行動計画として策定
　         計画期間：平成17～22年度（箕面市次世代育成支援対策行動計画：平成17～21年度）
         　重点項目：①少子化への対応　                 　②教育コミュニティの形成
　　　　         　　 　③大人と子どもの協働の場づくり　　④子どもの安全・安心の推進
      （3）箕面市子ども施策推進本部（平成13年6月設置）
         　総合的かつ効果的に子ども施策を進めるための庁内組織
      （4）「子どもの安全にかかる基本的な考え方」（平成17年7月作成）
　         子どもの安全にかかる基本的な考え方・取り組みの方向性を示す
      （5）箕面市子ども育成推進協議会（平成18年1月設置）
         　従前の「箕面市青少年問題協議会」と「箕面市保健医療福祉総合審議会児童福祉部会」を統合
          　「次世代育成支援対策地域協議会」の機能をも持つ附属機関
         　部会：①青少年健全育成部会　　②次世代育成支援対策部会

 子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策  子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策のののの推進推進推進推進

１　活動概要

２　活動結果
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３３３３ （（（（2222））））

４　今後の課題と活動の方向
   (1)幼稚園教育要領の改訂及び園児数減少を踏まえ、市立幼稚園が地域で担うべき役割と施設
       の活用について引き続き検討する。
　 (2)とどろみ幼稚園の廃園に伴う認定こども園への円滑な引き継ぎを行う。
   (3)私立幼稚園児保護者補助金交付のあり方について見直しを検討する。

 子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策  幼稚園教育 幼稚園教育 幼稚園教育 幼稚園教育

１　活動概要

２　活動結果

   （1）各市立幼稚園における教育活動では、教育指導計画に掲げた教育目標を概ね達成できた。
   （2）幼稚園あり方検討会で、今後の市立幼稚園の活用案についての整理が進んだ。
   （3）私立幼稚園児保護者補助金交付により、私立幼稚園通園児の保護者の経済的負担を軽減
　　　　し、公私幼稚園保護者の負担格差の是正に努めることができた。

  （1）市立幼稚園における就学前教育の実施
　   ①特色ある幼稚園づくり
　　   （ｱ）教育指導計画を作成し、教育目標を設定
　　   （ｲ）地域の人材を活用し、小中学校、保育所との交流を図る各種の行事を実施
   　②幼稚園あり方検討会
　    　2回開催
　　    主な議題：(ｱ)市立幼稚園の今後のあり方
　　　　            　(ｲ)市立幼稚園の余裕教室の有効活用
　　　　　　　　 　　 (ｳ)各幼稚園からの提案
   　③自主研究
　   　 1テーマ2年間を研究期間として、各園持ちまわりで実施
　　    平成21～22年度担当：とよかわみなみ幼稚園
             　　　　　　　　　　　　（平成21年度は中間研究発表、公開保育を実施）
 　　   テーマ：「からだであそぼう」～運動遊びを通して心とからだの育ちを探る～
   　④支援教育
　　    市立幼稚園支援教育実施要綱、市立幼稚園支援教育の手引きに基づく支援教育の実施
　　 ⑤とどろみ幼稚園の保育体制を充実
　　　　養護教諭を配置した他、保育環境を整備し、園児の増加に対応した。（定数45名→55名）
　　 ⑥箕面市立幼稚園条例、条例施行規則改正
　　　　保育料を改定（平成23年度実施）
　　　　幼稚園の定数を規則委任
  （2）私立幼稚園に対する振興補助金等の交付
　   ①私立幼稚園通園児の保護者に対する補助金の交付
　　   （ｱ）国制度の就園奨励補助金を30園（対象園児：満3～5歳児）の設置者に交付
　　　   　　（3分の2は市負担）
　　   （ｲ）市単独の保護者補助金を4、5歳児の保護者に交付
   　②長時間保育を実施する私立幼稚園に対する補助金の交付
　    　保育を必要とする幼稚園在園児の長時間保育を実施する私立幼稚園2園の設置者に交付

  （1）市立幼稚園における就学前教育の実施
  （2）私立幼稚園に対する振興補助金等の交付

３　成果と評価
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３３３３ （（（（3333））））

  （1）地域活動の一層の活性化をめざし、地域の教育コミュニティ醸成に向け、継続的に活動を行
       う。
  （2）子どもの安全・安心を確保するため、「子どもの安全にかかる基本的な考え方」に基づき、地
       域住民と行政の協働を進める。

  （1）自由な遊び場開放事業について全校で実施できた。
  （2）子どもの安全・安心、地域の教育力向上を目的に、地域への交付金制度を新設し、校区青少
　　　 年を守る会を中心に子どもの安全見守り隊活動、教育コミュニティの形成を推進することがで
       きた。

４　今後の課題と活動の方向

３　成果と評価

8件

　（2）子どもの文化的・社会的活動の支援
　  ①箕面市青少年吹奏楽団の活動支援
　  ②青少年が芸術・文化活動などを発表する事業の実施
　　  （ｱ）ブラスフェスティバル　11団体参加
　　  （ｲ）青少年文化祭　29団体参加
　　  （ｳ）青少年弁論大会　12名参加（箕面ライオンズクラブとの共催）
  　③リーダークラブなどの青少年団体及びこども会育成協議会などの青少年関係団体の支援
　  ④青少年健全育成活動に係る表彰、奨励等

　（3）子どもの健全育成と自立支援
　  ①青少年の非行・問題行動に対する相談（青少年指導センターで実施）
　  ②青少年自立支援のための学習会や障害児童の社会体験等支援事業（らいとぴあ21で実施）
　  ③青少年指導員による危険箇所・問題箇所点検など青少年健全育成のための環境づくり
　  ④青少年補導員による街頭補導活動の実施
　　⑤青少年自立支援のための修学・就労等進路にかかる相談業務，情報提供および地域の小中
　　　 学校との連携会議　対象案件数248件　延べ件数1,413件（らいとぴあ21で実施）

　（4）子どもの安全・安心の推進（地域住民と行政の協働）
　  ①「こども110番」「動くこども110番」の推進
　  ②地域パトロールステッカーの配布
　  ③事故防止用品の配布など各小学校区における子どもの安全見守り隊活動との連携強化
　  ④市公用車及び地域住民による青色回転灯を使用した防犯パトロールの実施

交付金支給ささゆり褒賞受賞者 37件

19件

 子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策  青少年 青少年 青少年 青少年のののの健全育成健全育成健全育成健全育成

１　活動概要

もみじ顕彰受賞者 1件 奨励金支給

  （1）子どもの遊び場づくりの推進
  （2）子どもの文化的・社会的活動の支援
  （3）子どもの健全育成と自立支援
  （4）子どもの安全・安心の推進（地域住民と行政の協働）

２　活動結果
  （1）子どもの遊び場づくりの推進
  　①平日の放課後等の自由な遊び場開放事業の実施
　   　市立小学校13校で実施
　  ②野外活動センターの運営及び主催事業の実施
　　   （指定管理者：（財）大阪府青少年活動財団）
    ③子ども安全・健全育成地域活動推進事業の実施
　   　地域の教育力向上をねらいとして青少年を守る会連絡協議会への交付金を交付
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３３３３ （（（（4444）））） 子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策  児童福祉 児童福祉 児童福祉 児童福祉のののの推進推進推進推進

１　活動概要

２　活動結果

　（1）保育所の安全面に留意して保育を工夫する。
  （2）早期療育事業について、医療機関、保育所・幼稚園との連携に努め、支援内容の充実を
　　　 図る。発達上支援を要する児童と保護者に対して遊びの場を提供し、子育て相談や助言を
　　　 行う親子教室事業を実施する。
  （3）学童保育の実施にあたり、箕面市社会福祉協議会及び小学校との連携を強化し、安全確保
       を図る。
  （4）平成22年度の大規模改修工事期間の学童保育室の運営について、関係部局と連絡を密に
　　　 し、安全確保に努める。
  （5）彩都地区小中一貫校内学童保育室設置に向け、準備を行う。

  （1）市立及び民間保育所、簡易保育施設における保育の実施
   　①市立保育所　　　　　　　　　　　　　　　　③簡易保育施設（6ヶ所に委託）
　   　 定員弾力化を実施（箕面保育所)
     ②民間保育所                                   ④認可外保育施設（2ヶ所）に補助実施
         定員弾力化を実施
  （2）保育所における病後児保育事業、一時保育事業、休日保育事業の実施
　   ①病後児保育事業
　　    桜ヶ丘・萱野・東保育所において各定員2名で、病気回復期の児童の保育を実施
　   ②一時保育事業
　　    小野原学園、みのり保育園、瀬川保育園で実施
     ③休日保育事業
　　　　桜保育園で実施
  （3）早期療育事業の実施
　   ①児童デイサービス事業（あいあい園）を実施
　   ②発達相談及び早期療育に関する総合相談
   　③理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による機能訓練及び訪問指導
  （4）学童保育の実施
　   ①市内全小学校13校区において学童保育を実施　（運営は箕面市社会福祉協議会に委託）
　   ②月曜日から金曜日の学童保育開室日について延長保育を実施（午後5時から午後7時）
　　 ③箕面小学童保育室を拡張し、9月より定員を40名から60名に拡大
　（5）新市街地等における保育需要への対応
　   ①箕面森町において簡易保育施設（みすず学園森町保育園）による0歳から2歳までの保育を
　　　　開始
　　 ②とどろみ幼稚園において3歳から就学前までの子どもの預かり保育
   　③第二総合運動場プール跡地に民間法人による保育所開設を決定

  （1）市立及び民間保育所、簡易保育施設における保育の実施
  （2）保育所における病後児保育事業、一時保育事業、休日保育事業の実施
  （3）早期療育事業の実施　　　（4）学童保育の実施

３　成果と評価

４　今後の課題と活動の方向

  （1）民間保育所や簡易保育施設に対する補助や委託を行い、円滑な運営ができた。
  （2）早期療育事業について、幼稚園、保育所、あいあい園で各児童へ適切な支援を行うため
　　　個別支援計画の策定を促進するとともに就学に向けての引き継ぎを充実した。
  （3）市内13校区全域での学童保育を実施することができた。
  （4）午後７時までの学童保育の延長保育を実施することができた。
  （5）箕面小学童について、保育室を拡張し、定員を60名に拡大することができた。
　（6)第二総合運動場プール跡地に民間法人による保育所開設を決定した。
  （7）箕面森町における簡易保育施設開設及びとどろみ幼稚園での預かり保育を実施した。
　（8）箕面森町認定こども園の開設に向け、法人及び大阪府等の関係機関との調整を進めた。
　（9）インフルエンザ等感染防止対策事業として、市立保育所に空気清浄機能付空調機を設置
　　　 した。また、民間保育所及び簡易保育施設に感染防止対策関連経費を補助した。
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３３３３ （（（（5555））））

４　今後の課題と活動の方向

２　活動結果

　（1）東部地域でのセンター型の子育て支援センター及びひろば型支援センターの設置を目指す
       とともに子育て支援センターの機能の充実を図る。
  （2）要保護児童対策の定着のため要保護児童対策協議会の運営を継続し、機能の強化を図る。
       早期発見・対応の体制強化のため、予備群・要支援層への対策を継続する。
　　　 地域における見守りから支援への参画に向けた体制を強化する。
  （3）ひとり親家庭への支援制度の周知を徹底する。

  （1）新型インフルエンザの流行により、各子育て支援センターの利用者の減少は見られたが、円
       滑なセンター運営を図ることができた。
  （2）要保護児童対策協議会の継続運営により、関係機関連携の促進と児童家庭相談活動の定着
       を図ることができた。
　　   早期発見・対応の体制強化のため、予備群・要支援層への対策を開始した。
  （3）ひとり親家庭に対する事業実施により、各家庭の自立促進及び経済的負担の軽減を図るこ
       とができた。

  （1）子育て支援センターの運営、ファミリーサポート事業の実施
  　①子育て支援センター
　   　（ｱ）乳幼児とその保護者が自由に遊べる場の提供
　　   （ｲ）乳幼児や保護者の交流や学習の場の提供
　　   （ｳ）子育て等に関する相談・援助の実施
　　   （ｴ）子育てサロン・子育てサークル活動の支援
　　   （ｵ）ノーバディーズパーフェクト（親支援）プログラムの実施
  　②ファミリーサポート事業（運営は箕面市社会福祉協議会に委託）
       会員数　896人（うち 援助会員　186人　依頼会員　524人　両方会員　186人）
  （2）児童家庭相談の実施、箕面市要保護児童対策協議会の運営
　  ①相談受付件数：193件　うち 養護相談　185件（虐待　141件、その他　44件）
　　   対応件数：児童・家庭への援助　1,247回　他機関との協議・情報交換　4,296回
 　  　養育支援訪問の実施　52回　7事例
  　②箕面市要保護児童対策協議会の運営
　  　（ｱ）代表者会議　1回
　　  （ｲ）実務者会議（児童虐待部会　12回、非行・問題行動部会　12回、障害部会　12回、
           3部会事務局会議　3回）
　　  （ｳ）個別事例検討会　112回  187事例　　（ｴ）虐待防止啓発講演会　1回
      （ｵ）要保護児童対策協議会全体研修　4回
      （ｶ）児童精神科医師等によるスーパーヴィジョン　1回
　　  （ｷ）専門研修への参加　24回　　　（ｸ）相談業務管理システムの運用
  （3）ひとり親家庭への支援
　  ①経済的支援
　　  （ｱ）児童扶養手当の支給　　（ｲ）学童保育料の減免　　（ｳ）上・下水道料金の減免
  　②子育て・就労支援
　  　（ｱ）母子・父子家庭ホームヘルパーの派遣　　（ｲ）保育所入所、市営住宅入居の配慮
　　  （ｳ）母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等技能訓練促進費の給付
      （ｴ）母子自立支援プログラム策定事業の実施
　　  （ｵ）母子相談の実施
　　　     母子家庭の生活の安定、自立のための相談や母子寡婦福祉資金の貸付の相談などを
           実施

３　成果と評価

  （1）子育て支援センターの運営、ファミリーサポート事業の実施
  （2）児童家庭相談の実施、箕面市要保護児童対策協議会の運営
  （3）ひとり親家庭への支援

 子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策  子育 子育 子育 子育てててて支援支援支援支援

１　活動概要
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３３３３ （（（（6666））））

  （1）市立幼稚園の施設管理
    ①全幼稚園において屋外遊具の点検・修理の実施
　  ②屋根改修（ひがし幼稚園）
　　③遊具改修工事（せいなん幼稚園他）
  　③その他老朽箇所の修繕
  　④園児増加への対応としてとどろみ幼稚園の保育室増床
    ⑤せいなん幼稚園で園庭芝生化
  （2）市立保育所の施設管理
    ①全保育所において屋外遊具の点検、修理の実施
 　 ②安全衛生対策実施
 　　 (ｱ)門扉のオートロック化（桜ヶ丘保育所以外4所）
　　　(ｲ)トイレ改修（萱野保育所、稲保育所）
　　③箕面保育所耐震診断の実施
　　④照明等省エネルギー化改修工事（桜ヶ丘保育所）

  （1）市立幼稚園の施設管理
  （2）市立保育所の施設管理

 子 子 子 子どもどもどもども施策施策施策施策  施設整備 施設整備 施設整備 施設整備

１　活動概要

２　活動結果

３　成果と評価

４　今後の課題と活動の方向
  （1）各施設の経年劣化が進み、修繕必要箇所が増えている中で、安全・衛生面を優先し、計画的
       に適正管理していくよう努める。
  （2）箕面保育所耐震診断の結果から、補強工事を実施する。
       萱野保育所の耐震診断を実施する。
　　　 せいなん幼稚園、ひがし幼稚園、なか幼稚園で耐震補強工事を実施する。
　（3）とよかわみなみ幼稚園、桜ヶ丘保育所で園庭の芝生化を実施する。

  （1）安全・衛生面を優先し、長期的見通しの中で計画的に施設を管理することができた。
  （2）箕面保育所耐震診断を実施することができた。
  （3）せいなん幼稚園園庭を全面芝生化し、園児の体力向上につながる外遊びが増えた。
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４４４４  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育 （（（（1111））））  生涯学習事業 生涯学習事業 生涯学習事業 生涯学習事業

  （1）文化生涯学習情報の提供
  （2）人権学習の推進
  （3）社会教育関係団体等の育成
  （4）各種美術展の開催
  （5）成人祭の開催
  （6）社会教育委員会議の運営
  （7）大学連携の推進
  （8）みのお市民大学の開催

  （1）文化生涯学習情報の提供

  （2）人権学習の推進（イキイキさわやかに学ぶ会）

  （3）社会教育関係団体等の育成

  （4）各種美術展の開催

10月・11月
  9日間

  （5）成人祭の開催

  （6）社会教育委員会議の運営

  （7）大学連携の推進

  （8）みのお市民大学の開催

延べ受講者数
みのお市民大学 4 95人 54人 54人 212人

講座数 定員 応募者数 登録者数

平成20年3月から12館（中央・東生涯学習センター、西南公民館、四中開放教室、グリーンホー
ル、メイプルホール、箕面文化・交流センター、萱野中央人権文化センター、桜ヶ丘人権文化
センター、総合保健福祉センター、西南図書館、市民活動センター）の公共施設予約システム
を運用。講座・イベント情報提供システム同時稼働

6テーマ延べ14回開催。市内幼小中PTA会員及び市民が参加（延べ345人）

     ①市民の自主的な生涯学習活動を側面的に支援（後援名義使用の許可等）

     ①3大学（大阪青山大学、千里金蘭大学、大阪大学）との包括協定に基づき講座等の連携事業
　　　　を実施

開催期間等合計 観覧者

　　　新成人747人参加（対象者1,422人　参加比率52.5％）

１　活動概要

２　活動結果

     ②補助金交付数：7団体　（申請団体数：7団体）

社会教育委員会議を開催（2回）

絵画 写真 工芸 書道

市民展 195 点 88 点

     ②市主催講座への講師協力（3件）、大学公開講座のPR（3件）、図書館の相互利用等

地域環流、人材養成をねらいとする、みのお市民大学の開催

  （2）大学連携について、ソフト事業の展開を中心とした、より効果的な連携方策を検討する。

  （2）市民の芸術作品の発表及び鑑賞の機会を提供し、市民の芸術文化活動に対する意識の向上
　　　 及び創作活動の活性化を図ることができた。
  （3）成人祭において、新規採用職員のアイデアを生かすことによって参加比率が増加し、新成人と
       しての前途を祝福する意義深い機会を提供できた。

４　今後の課題と活動の方向
  （1）文化生涯学習情報提供では、インターネット仮予約を12館で行えるが、相互予約は7館である
　　　 ため、12館で行えるよう実施に向け調整を進める。

  （1）文化生涯学習情報提供においては、インターネットを活用して、12館すべてで仮予約が行える
　　　 ようになり、市民の利便性の向上が図られた。

３　成果と評価

72 点 59 人点 414 点 4,880
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４４４４  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育 （（（（2222））））  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習センターセンターセンターセンター、、、、公民館公民館公民館公民館、、、、文化文化文化文化・・・・交流交流交流交流センターセンターセンターセンター

応募者数

稼働率(%)

  （2）市民に生涯学習機会・情報を提供するとともに、子ども向け講座や少子高齢化をはじめ、様々
　　　 な社会的課題に対応した講座を開催し、自主的な学習活動を支援することができた。

４　今後の課題と活動の方向

4,041

26.4

中央生涯学習センター
講座数

12

箕面文化・交流センター

41.6

四中開放教室

  （2）学習センター等における各種講座開催等による生涯学習機会・情報の提供

  （1）各施設において部屋及び附属設備などの貸出しを行うことで、市民の自主的な生涯学習活動
       を促進し、多様な生涯学習機会の充実を図り、約21,400件の部屋利用があった。

定員

120,046

35,046

講　　　　　　　　座
登録者数

6,091

  （4）公民館運営審議会及び生涯学習センター運営審議会の運営

中央生涯学習センター 西南公民館

１　活動概要

２　活動結果

  （1）学習センター等及び四中開放教室他における生涯学習の場の提供（貸館業務）

  （1）中央・東生涯学習センター、西南公民館（以下「学習センター等」）及び四中開放教室他にお
       ける生涯学習の場の提供（貸館業務）
  （2）学習センター等における各種講座開催等による生涯学習機会・情報の提供

  （3）中央生涯学習センター利用者協議会、東生涯学習センター利用グループ協議会及び西南公
       民館グループ協議会（以下「各館利用者協議会等」）の活動に対する支援
  （4）公民館運営審議会及び生涯学習センター運営審議会の運営

利用件数(件)利用者数(人)

中央生涯学習センター

西南公民館

東生涯学習センター

53,537

75,462

43.7

213人261人
延受講者数

71,255

4,711

4,923

1,680

59.4

76.4

3,242交流会等参加者数(人)
東生涯学習センター

2,823人
1,048人
530人213人

東生涯学習センター
西南公民館 10

9
213人180人

250人 235人235人
437人

  （3）各館利用者協議会等の市民団体と連携し、社会的課題に適合した魅力ある事業を企画・運
　　　 営していく。
  （4）各館利用者協議会等の活性化をさらに進め、生涯学習施設で地域に根ざした活動が進展す
       るよう支援する。

  （3）各館利用者協議会等の活動に対する支援

2,0673,168

    　 公民館運営審議会：2回開催、生涯学習センター運営審議会：2回開催

  （1）市民の学びのため相談機能の充実や、リタイヤ後の地域デビューなどの支援等を行う必要が
　　　 ある。

  （2）施設の適正な機能を維持するため、計画的に施設修繕及び機器更新等を行う必要がある。

  （3）各館利用者協議会等と連携して活動祭、交流会、サロンコンサートを開催し、地域社会との交
       流を進めることができた。また、各館利用者協議会等の活性化に向けた検討組織や研修会の
　　　 開催などの自主的な取組が継続されている。

３　成果と評価
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４４４４  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育 （（（（3333））））  文化財保護 文化財保護 文化財保護 文化財保護・・・・郷土資料館郷土資料館郷土資料館郷土資料館

  （1）天然記念物の管理

  （2）文化財の保護活用

  （3）郷土資料館の管理運営

  （4）萱野三平記念館涓泉亭（以下「涓泉亭」）の管理運営

  （1）天然記念物の管理

  （2）文化財の保護活用

  （3）郷土資料館の管理運営

  （4）涓泉亭の管理運営

       条例の制定（9月）

施設の管理を萱野南第2老人クラブに委託

４　今後の課題と活動の方向

入館者数　

  （1）「箕面山に生息するニホンザル保護管理計画」に基づく適正な保護管理と生息環境整備のた
       めの調査を実施した。

  （３）郷土資料館で企画展示・講座を実施し、多くの入館・受講者があった。特に、くらしの道具展
　　　 開催時には市内外から多くの小学生（主に3年生）の団体見学があった。

4,468人

　（２）箕面山ニホンザル保護管理委員会をはじめ、関係機関との協議・検討を重ね、適正な保護管
       理を図るため、「箕面市サル餌やり禁止条例」を制定し、施行に向けＰＲに努めた。

公開講座

    ③講座受講者数

３　成果と評価

むかし体験講座　 8回開催

講座名

15,426人年間入場者数

講座回数 受講者数

１　活動概要

２　活動結果

    ①「箕面山に生息するニホンザル保護管理計画（平成18年12月策定）」に基づく適正な保護管
       理を実施（人工給餌・個体識別・出産記録による集団管理・猿害防止パトロール）
    ②箕面山ニホンザル保護管理委員会の開催（4月27日、9月29日、3月19日）

楽を愉しむ、行政史料保存事業企画展、戦時生活資料展、箕面から大坂への道標展、くらし
の道具展

3回開催 51人

　　③「箕面市サル餌やり禁止条例（素案）」についてのパブリックコメントの実施（6月）、

 うち小学校の団体見学　29校　2,590人

    ①箕面市文化財保護審議会の開催（3月15日）

    ②開発に伴う埋蔵文化財試掘調査（11件）を実施

    ①入館者数

　　②企画展示（5回開催）

119人

  （3）涓泉亭の入館者増のため、広報活動の充実に積極的に努める。

13件（114人）

  （４）涓泉亭の入館者増のため、広報紙やタッキー等で広報活動を行った結果、昨年度よりも入館
　　　 者が356人増加した。

  （1）「箕面山に生息するニホンザル保護管理計画」に基づく、適正な保護管理に努める。

  （2）郷土資料館の来館者増のため、魅力ある展示・講座を企画する。

和室利用件数
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４４４４  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育 （（（（4444））））  図書館 図書館 図書館 図書館

３　成果と評価
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

今後とも、他自治体等との広域利用のあり方を検討する必要がある。

４　今後の課題と活動の方向

新システムを活用したe-レファレンスなど、新しいサービスを実施する。

図書館運営の見直しによる効率化とサービスの充実を図る。

ＮＰＯとの協働で紙芝居まつり・コンクールや西南図書館読書室、子どもの居場所事業を実
施することで、多様で特長ある図書館運営が実施でき、市民によるまちづくりを支援できた。
行政支援として職員向けの予約配本サービス、地方自治関連新着本案内を実施した。

総務省ユビキタスタウン構想推進事業（地域ＩＣＴ利活用推進交付金）を受け、平成14年度
稼働の電算システムを平成22年3月に更新した。学校図書館とサーバーを共有し、コストを
削減するとともに、各種機能強化を図り、インターネットを介したサービスの拡充や、館内蔵
書検索機の利便性を向上させることができた。

「箕面市子ども読書活動推進計画」を推進し、子どもの読書環境の整備を図るため、第2期
『箕面市子ども読書活動推進計画』実施計画を策定・実施する。

子ども読書活動推進事業として、箕面子ども文庫連絡会（ＮＰＯ）などと連携して乳幼児健診
での読書啓発活動や子育て講座等を継続実施し、事業を充実拡大した。また、保育所など
への出張おはなし会や、学齢期の子どもにむけて人と本を紡ぐ会（ＮＰＯ）、学校・学校図書
館などと連携して「ときわひろみさんのブックトーク」を昨年に続き実施した。

インターネット予約冊数
蔵書情報検索件数

126,677冊
3,227,980件

420人 

4,034人 

箕面市立図書館　（豊中市民への貸出）

前年度比 1％増
前年度比 1％減（3月休館とシステム変更のため）

    ②図書館協議会（委員数10人）を4回実施

「箕面市子ども読書活動推進計画」に基づく事業の実施

 （3）ホームページによる情報提供

1,306,271冊

11,135人おはなし会学校図書館への貸出 19,430冊

 （4）市民との協働による講座等の実施

893人子育て講座受講者 はじめてのおはなし会

１　活動概要

２　活動結果

 （1）図書館ネットワークの整備とサービスの充実
 （2）子どもの読書環境の整備
 （3）ホームページによる情報提供
 （4）市民との協働による講座等の実施
 （5）広域利用と大学連携

予約冊数

 （1）図書館ネットワークの整備とサービスの充実

合計個人貸出 レファレンス
    ①6館と移動図書館（14箇所巡回）と1配本所で市内全域に対するサービスを実施

団体貸出

260人 

延べ2,300人

    ②大学連携（大阪大学附属図書館箕面分館でのインターネット予約の本の貸出）

1,401,122冊 13,765件94,851冊

子どもと本のまつり

18,396冊 

    ①広域利用の試行（箕面市立西南図書館・萱野南図書館⇒豊中市民への貸出、
　　　　　　　　　　　　　　　豊中市立蛍池図書館・千里図書館⇒箕面市民への貸出）

26,220冊 

大阪大学附属図書館箕面分館での貸出 1,340冊 

221,111冊

箕面紙芝居まつり・コンクール

講座

子どもの居場所事業

 （5）広域利用と大学連携

 （2）子どもの読書環境の整備

80人

豊中市立図書館　（箕面市民への貸出）
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４４４４  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育 （（（（5555））））  スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ振興振興振興振興

  （3）各種研修会・講習会を実施することで人材育成に努めるとともに、スポーツ団体主催事業に
　　　 ついて後援等の支援を積極的に行うことで、スポーツの振興を行うことができた。

回数
407人

2,479人
321人
293人4回

会議・視察・研修会等への参加 54回  37回

7,483件
第二総合運動場 11,716件 88.8%

内容
体育指導委員協議会定例会、研修会

団体事業の後援等 17回

12回

市民体育大会（春季11種目、秋季14種目）
スポーツ講習会

87.9% -
第一総合運動場

場所 体育館 野球場

  （2）スポーツ活動の環境づくり

     ①総合運動場他施設の利用率等

総利用件数

75.4%

民間温水プール 1,157人
     ②スポーツ施設情報提供システム利用件数

30,114人
56.8%

登録者利用件数 利用率

-

第一総合運動場

項　　目

箕面森町妙見山麓マラソン）
スポーツカーニバルふれあいフェスティバル・
スポーツイベント（ペタンク・ジュニアソフトボール

スポーツのつどい（7種目）
スポーツ教室（30種目）

第二総合運動場
83.2%

１　活動概要

２　活動結果

利用率

トレーニングテニス
90.9%
95.2% - 5,486人

10,415件 1,301件

参加者 参加者

1回

  　　 本市のスポーツ人口比率は38.8％（平成21年度市民満足度アンケート調査）であり、教室や
       つどいの継続はもとより、身近な地域におけるスポーツ活動を推進する必要がある。

４　今後の課題と活動の方向

212回

活動内容 回数

スポーツ教室、イベントの開催

３　成果と評価

  （4）箕面東コミュニティスポーツクラブや、かきの木スポーツクラブ（設立準備委員会）について、
　　　 活動への助言や、情報の提供などの支援を行い、地域に根ざしたクラブ育成を進めること
       ができた。

  （1）各種つどいや教室の実施により参加・体験の場を提供し、市民大会の開催や体育連盟加盟
　　　 協会などの大会・定期練習を支援することにより、スポーツ事業を推進できた。
  （2）安全に、安心して利用いただけるように総合運動場の整備に努めるとともに、スポーツ情報提
　　　 供システムの活用により、施設利用者の利便性の向上を図ることができた。

-
実施回数
1,231回
1,134回

  （1）スポーツ事業の推進　　　　　　　　　　　（3）スポーツ振興に向けた人材育成と団体育成
  （2）スポーツ活動の環境づくり　　　　　 　　（4）総合型地域スポーツクラブの育成・支援

  （1）スポーツ事業の推進
　 　 スポーツ参加機会の充実

チーム参加

-

20チーム

-
475チーム

50人
3,690人

4回

個人参加
（延べ）15,095人

24,467人

3,243人

1回
2回

5,834件

未登録者利用件数

1,649件

プール
16,407人
10,833人

武道館
63.6%

グラウンド

22.0%
11.1%

箕面東
コミュニティスポーツクラブ

かきの木スポーツクラブ
（設立準備委員会）

回数

  （3）スポーツ振興に向けた人材育成と団体育成

スポーツ講習会の開催

  （4）総合型地域スポーツクラブの育成・支援

77.9%
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４４４４  生涯学習 生涯学習 生涯学習 生涯学習・・・・社会教育社会教育社会教育社会教育 （（（（6666））））  施設整備 施設整備 施設整備 施設整備

    生涯学習関連施設の主な施設修繕

西南公民館

エレベーターかご敷居交換

外壁改修工事

修繕内容

東生涯学習センター

高圧受電設備修繕

地下2階受水槽定水位弁修繕

屋内高圧機器（屋上キューピクル内電灯盤）修繕

防災監視盤各種スイッチ取替修繕

１　活動概要

２　活動結果

武道館雨樋修理

自動ドア開閉装置交換

冷暖房設備修繕

    生涯学習関連施設の施設修繕

施設名

和室及び美術室空調機修繕中央生涯学習センター

メインアリーナ中央屋根漏水修繕

消防設備修理

消防設備修理

4階音楽スタジオ１内装修繕

5階相談室内装修繕

和室冷暖房機入替修繕

市民テニスコート修理

武道館駐車場門扉修理

電話交換機取替修繕

3階南東角部外壁雨漏り修繕

３　成果と評価

箕面文化・交流センター

8階空調設備修繕

北面天井雨漏り修理

自動ドア修理

武道館消防設備修理

市民プール機械室北側土間修理

第二総合運動場

スカイアリーナ

第一総合運動場

　　　西南図書館の中央監視盤については設置8年が経過しており、表示板の不具合も出てきて
　　　いることから、近いうちに更新が必要となると思われる。

    施設改修・修繕を講じることで、市民に安定したサービスを提供することができた。

    ①第一総合運動場は、武道館や市民野球場管理棟の施設老朽化が進んでおり、その整備も
　　　 含め、施設全体の活性化を図る必要がある。
    ②第二総合運動場は、周辺環境の改善や駐車場の有料化等視野に入れながら、施設の活性
　　　 化について、検討する必要がある。

  （3）西南図書館

４　今後の課題と活動の方向

  （1）総合運動場

  （2）中央生涯学習センター
　　　中央生涯学習センターの空調設備が老朽化に伴い度々故障しており、新エネルギー産業技
　　　術総合開発機構の補助金などを活用しながら全面的な設備更新を図る必要がある。
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平成２１年度箕面市教育委員会活動の点検及び評価に対する意見 
 

１ 意見書の提出に当たって 

 

この意見書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）

第２７条第１項の規定により、箕面市教育委員会が、その権限に属する事務の平成

２１年度の管理及び執行の状況について、自ら点検及び評価を行った内容に対し、

法第２７条第２項の規定により、教育に関し学識経験を有する者として、箕面市教

育委員会活動評価委員（以下「評価委員」という。）を委嘱された私たちが評価した

結果を意見書として、とりまとめたものである。 

私たちは、箕面市教育委員会の活動について、自らが行った点検及び評価を評価

するに当たり、事前に関係資料に基づく情報把握を行ったうえで、箕面市教育委員

会委員及び事務局職員と意見交換し、箕面市における教育行政の現状や課題の把握、

今後の対応方針や方向性等を確認した結果、以下のとおり意見を提出する。 

 

２ 箕面市教育委員会活動の点検及び評価に対する意見 

 

（１）教育委員会の活動 

平成２０年度に引き続き、毎月の定例会での審議や事務局との意見交換、教育施

設の視察などを精力的に実施しつつ、さらに、平成２１年度は、全国学力・学習状

況調査の結果や今後の対応方針に関する保護者等との意見交換会を２倍の８回に増

やして実施された。また、新たに教育委員会活動の情報を発信する情報紙「みのお

のきょういく」を２か月に１回発行するなど、昨年度指摘した、市民にわかりやす

い教育の発信を推進されたことは大いに評価できる。 

今後も、保護者や市民にわかりやすい情報の発信やニーズ把握の機会拡大に努め

られたい。 

 

（２）学校教育 

学校教育においては、小中一貫教育を全市的に推進され、これまで同様、子どもた

ちの確かな学力を定着させるため、幅広く取り組まれている。 

新学習指導要領に基づき、小学校で平成２３年度から始まる新しい教科用図書での

指導については、そのボリュームの増大に対応して、教職員の力量を向上させる研修

体制や教科研究の充実に一層努められたい。 

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」への全校参加により、箕面市の子どもた

ちの体力が大変低位にあることが明らかになった。この状況を打開するためには、体

育の授業や学校での取組には限界があり、保護者の意識や理解を高めていく必要があ

るため、さらなる情報発信を工夫されたい。 

また、宝塚市で子どもが親の殺害を計画するような、かつてはあり得なかった事案



－34－ 

が発生するなど、様々な課題に対し、教職員だけでは対応できないことが多くなって

いる。よって、心理学、福祉、医療の専門家などの協力を求め、家庭状況を含めた子

どもたちを取り巻く環境を見据えた問題解決をしていけるような体制を構築していく

必要がある。そのため、スクールソーシャルワーカーの増員を検討されたい。 

 

（３）子ども施策 

子育て家庭への支援とともに、子育てを社会全体で担っていく新たなシステムづく

りが必要となっている。平成２１年度に設置された「子ども家庭総合支援室」は、そ

うした時代のニーズに応えるものと言える。多様な相談窓口を通して、子どもや保護

者などの当事者支援に取り組むとともに、そこで浮かび上がってくる課題を分析し、

制度改善等を含む、より総合的で積極的な施策展開へと反映させてほしい。 

とりわけ、児童虐待防止の取組は引き続き、より強力に進める必要がある。その基

本として、子育て家庭や保護者が地域社会で孤立しないよう支援的な関係を創出する

施策が重要となる。このため、特に妊娠・出産・育児と子育てを始めていく過程で、

親となる人たちが必要な支援を得られるよう、妊婦の検診などの機会を活用した、相

互支援（ピアサポート）のネットワークづくりを検討されたい。 

昨年度に策定された「箕面市次世代育成支援対策行動計画（後期計画）」のキーワ

ード「つながる力」は、現代社会の重要なコンセプトである。これに基づいてなされ

た「子育て応援宣言」の具体化が期待される。この計画を推進することにより、箕面

市が全国に先駆けて制定した箕面市子ども条例の理念が具現化されることと思われる。 

今後は、直接、子どもを支援できるしくみづくりを推進するとともに、福祉と教育

が子どもの最善の利益のために相互に連携して、社会全体で子育てを支援する箕面ら

しいシステムづくりに努められたい。 

 

（４）生涯学習・社会教育 

箕面市独自の課題としての天然記念物「箕面山に生息するニホンザル」の適切な保

護管理を指摘してきたが、その対策のために「箕面市サル餌やり禁止条例」を制定さ

れたことは、大いに評価できる。今後は、この条例を活用し、さらに適切な保護管理

を進められたい。 

また、市民の図書館ニーズに多角的に対応できるよう、図書館情報システムを再整

備された。今後も、公共施設予約システムやスポーツ施設情報システムなどのシステ

ム整備に努め、市民の生涯学習活動を支援されたい。 

 

 平成２２年８月２日 

 

          箕面市教育委員会活動評価委員   島   善 信 

 

 

                同          岡   猛 博 

 

 

                同          吉 永 省 三  
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